
議員提出第１２号議案 

 

地方消費者行政充実のため国の支援を求める意見書 

 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第１３条第１項の規定により提

出する。 

  平成２３年１０月２４日 

         提 出 者 

足立区議会議員  た が た  直  昭 

同        鈴  木     進 

同        お ぐ ら  修  平 

同        鴨  下     稔 

同        さ と う  純  子 

同        渕  上     隆 

同        馬  場  信  男 

 

足立区議会議長  吉 岡  茂  様 

 

（提案理由） 

 政府に対し、地方消費者行政に対する実効的支援を求めるため、本案

を提出する。 



  

地方消費者行政充実のため国の支援を求める意見書 

 

地域主権改革の議論が進む中、地方消費者行政に対する国の役割・責

任が不明確となることが懸念される。 

これまで消費者行政を推進する中央官庁が存在しなかったこともあり、

消費者行政に対する地方自治体の意識や体制には格差がある。また、地

方自治体が担っている消費者行政の業務には、国全体の利益のために行

っているものも少なからず存在している。 

現在、国からの支援として、地方消費者行政活性化交付金などがある

が、いずれも期間限定のものであり、人的体制強化など継続的な経費の

活用には限界がある。 

国は、地方消費者行政充実のため、継続的かつ実効的な財政支援を行

うとともに、地方自治体が取り組みやすい制度設計を具体的に示すべき

である。加えて、住民が安心できる消費生活相談窓口を実現するための

整備も重要である。 

よって、足立区議会は政府に対し、下記事項の早期実現を強く求める

ものである。 

記 

１ 地方自治体の消費者行政充実のため、継続的かつ実効的な財政支援

を行うこと。 

２ 都道府県と区市町村が広域的に連携し、専門性の高い消費生活相談

窓口を設置する方策など、地方自治体が取り組みやすい制度枠組みを

示すこと。 

３ 消費生活相談員の地位・待遇の向上が可能となる専門職任用制度を

整備すること。 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

平成  年  月  日 

議  長  名 



内閣総理大臣 

総務大臣  

財務大臣                  あ て 

内閣府特命担当大臣 

（消費者及び食品安全） 

 


